
環境･農水常任委員会資料
平成28年(2016年)5月18日
農政水産部農業経営課

農地中間管理事業について
1．概要

（1）目的

農業経営の規模の拡大、耕作に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営
もうとする者の参入の促進等を進め、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ること
により、農業の生産性を高め、農業の競争力強化を目指すことを目的として、平成26年

度から事業を実施している。

（2）指定法人

公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金(平成26年4月1日鮨定）
（3）仕組み

両一一語一寸一一-一壼一、エー両.■壷一寺－－－ﾜﾏｰｰｰ阜亜車一,閂、ﾏ争ヰｰｰR1fR頭學号一q■マロマー雨一一一･ず,一一一画面－－－－－－壷一◆一寺←一一一一一

戸 k

農地中間管理機構を通じた担い手への農地集積＞
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農地中間管理機構

(公財)滋賀県農林漁業担い手育成基金
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｛担い手の規模拡大と面的集積の促進1二四回り乗4貝vﾉ'疋唾1

○分散した農地の面的集積
○農地提供による新規就農者の育成・確保
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○認定農業者の規模拡大、認定農業者数の底上げ
○集落営農組織の法人化による農地集積

運営(4）

〆(公財)滋賀県農林、
漁業担い手育成基金
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大津･南部 湖南地域農業センター内(2) 湖 東

甲賀｜甲賀地域農業ｾﾝﾀー 内(2)｜湖北｜湖北農業会館内(2)
東近江｜県東近江合同庁舎内山 ｜高島｜高島地域農業ｾﾝﾀー内(2)口昌万一
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※機構本部､東近江地域は､平成28年度から1名ずつ増員

※地域窓口の職員のうち1名は地域マネージャー

2．平成26．27年度の応募・貸付状況

口
機構からの貸付貸付申出（出し手）借受希望（受け手）

借受

希望面積 貸付面積|蕊集積面積
申出面積 貸付件数応募件数 申出件数 うち

新規集積面積

303件692件 3,103件平成26年度 1,863ha 110ha2,037ha8,467ha

731件 3,375件 378件 495ha*平成27年度 1,749ha6,665ha 1,850ha

*うち新規集積面積：国の公表値をもって確定
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○交付基準について

機構集積協力金の交付の基となる国の｢農地集積･集約化

対策事業実施要綱｣の改正(H28.3.30)を受け､県では交付

基準(交付額､交付要件等)を定めました。

平成28年度における交付基準では､国の要件に追加する要

件と予定交付単価は以下のとおり変わります。

なお、予定交付単価は､平成28年度の機構を通じた新規

、 聖
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経営転換協力金の交付基準
○要件

・機構に農地を貸し付けた日の1年前の時点から 所有 H28年度年度

2．5万円/10a以内

(1戸の上限は70万円）

(ただし､麦･大豆等の期間借地等により本年度は耕作を行っていない

所有権を有する農地およびH27年度は所有権に基づき自ら耕作し

H28年度に限って特定農作業委託により適正な管理を行っている

予定

交付単価 騨心
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。耕作者集積協力金の交付基準

○要件

･機構に農地を貸し付けた日のﾕ垂前の時点から、所有

(ただし､麦･大豆等の期間借地等により本年度は耕作を行っていない

所有権を有する農地およびH27年度は所有権に基づき自ら耕作し

H28年度に限って特定農作業委託により適正な管理を行っている

農地を含みます｡）

…

弓地域集積協力金の交付基準
○要件

・担い手（認定農業者、集落営農法人等）へ白

の

地域
四

*左記以外の面積：既に利用権設定されている農地または特定農作業受委託契約が締結されている農地
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①経営転換協力金と交付基準について
3予定交付単価2交付要件1交付対象者

全て※'の自作地※2,3を10年以上

機構に貸し付け､かつ､農地が機
構から受け手に12月末までに貸

以下のいずれかに該当する農地

の所有者

・農業部門の減少により経営転換
する農業者
・リタイアする農業者
・農地の相続人で農業経営を行
わない者

く交付対象とならない場合＞
･遊休農地の所有者｡ただし､農業委員
会が行う利用意向調査により機構への
貸付け意思を文書で表明した者を除く。

･過去に経営転換協力金の交付を受け
た者及びその相続人

・当該年度に耕作者集積協力金の交付
を受けた者

5交付基準

年度 H28年度
貸

2．5万円/10a以内

(1戸の上限は70万円）

予定

交付単価

し付けられること
I

※110a未満の自作地は除くことが

できます。

※2減少した農業部門以外の作物
を栽培する自作地を除きます。

※3機構を介さず､新規に集落営
農と特定農作業委託契約を10年
以上締結した場合も対象

＝

4 交付額鱈
§予定交付単価× 際一

交付基準を満たす農地面積※41
主

※4交付申請面積(合計面積)はa単位．、
として､1a未満は切り捨て唖
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○国の交付要件と

○要件

・機構に農地を雀
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を行い ます。I以下のいずれかの要件を
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農地を貸し付し た日の

いる農地(麦･大豆等の期間借地等により本年度には耕作を行っていない所有権を有する農地を含みます｡）

らが耕作し、平成28年度に限って特定農作業委託により適正な蝋成27年度は所 こ墓づI

管理を行っている農地
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蕊②耕作者集積協力金と交付基準について

2交付対象者

自ら耕作する農地を機構に貸し付けた所有者

3交付要件

交付対象農地を10年以上機構に貸し付け、
当該農地が機構から受け手に12月末までに農

交付対象農地イ
ュ
ａ
Ｏ
ｂ

機構の借受農地に隣接する農地
公表された借受希望者の経営する農地に隣接する農地
(同時に交付申請される場合は､隣接する農地に隣接する
農地も含みます｡）
一連の農作業の継続に支障が生じない2筆以上の農地

魂

かつ、

貸し付C

けられること

沙蕊
a-c

a;機＃

b:公表
C:2筆｣

4予定交付単価
匡可

機構の借受農地に隣接(a':隣接の隣接）
公表された借受希望者(A法人)が経営する農地に隣接
2筆以上隣接･接続する農地 〃

句

5交付額

予定交付単価×交付基準を満たす農地面積※’※1交付申請面積(合計面積)はa単位として､1a未満は切り捨て

6交付基準

○国の交付要件

○要件

・機構に農地を農

』
諏
卜
』

れかの要件をと以下のい を行います。

し付けた日 の

農地(麦･大豆等の期間借地等により本年度には耕作を行っていない所有権を有する農地を含みます｡）

27年度は所有権に墓づき自らが耕作し、平成28年度（こ限って特定 業委託により適正な管

理を行っている農地
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③地域集積協力金と交付基準について
1交付対象地域 2予定交付単価

市町村内の｢地域」
･｢地域｣とは､集落など､外縁が明確
である同一市町村内の区域のこと
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＊1左記以外の面積:既に利用権設定されている農地または特定農業受委託契約が締結されている農此

○地域集積協力金は､地域が市町･県と相談の上､地域農業の発展に資すると考えられる目的に使用することができます。

3交付墓準

○国の交付要件と以下の要件を満たす地域に限り予算の範囲内で交付を行います。
○要件
①「地域｣内の農地の一定割合以上が機構に貸し付け､ユ2月末ま~直に受け手に貸し付けられていること①「地域｣内の農地の一定割合以上が機構に貸

②担い手への新たな集積･集約面積(増加率）

＊注:新たな集積集約面積(増加率)について

（農地集積の増加面積※1）

担い手への新たな集積.集約面積(増加率)*注がS%以上となる地域を交付対象とします“

＋（利用権交換による集約化面積※2）
X100増加率(％）＝宮げ報同子、グーヶ

（地域の農地面積）
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で利用権の交換を行う場合※2人･農地プランに基づき､地域の話合いにより担い手相互間または担い手･非担い手間
の交換する農地面積 ノ ＃
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1予定交付単価の調整方法

H28年度において機構での転貸面積に占める新規集積農地面積
調整を行う場合があります。

（1）予定交付単価を上げる場合（機構における転貸面積に占める新

地域集積協力金における基準額を引き上げます｡なお､その上限君

亀
『
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(県全体）に応じて予定交付単価の

(機構における転貸面積に占める新規集積農地面積が多い場合）

。

（2）予定交付単価を下げる場合（機構における転貸面積に占める新規集積農地面積が坐越し遍苣）
次の順序で予定交付単価の調整を行います。

①地域集積協力金における墓準額を8割まて引き下げます。

一$

篭

①地域集積協力金 d

ll

②経営転換協力金および洲医者集種鐙刀金における予定交付単価のうち「担い手」が貸付けた農地への
予定交付単価をそれぞれ旦割ま~ご引き下げます。

②鐸営転換協力余および耕作者集積協力金における予定交付単価のうち「非担い手」が貸付けた農地、

が
勾
淵
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③経営転換協力金および殺惟耆隻種i遥刀金における予定交付単価のうち「非担い手」が貸付けた農地、
地域集積協力金における担い手への新規集積農地面積の予定交付単価をそれぞれ8割まで引き下げます。 隠旦い手への新規集積農地面地域集積協力金における

④上記①～③による予定交付単価の調整を行っても交付要件を満たす者、地域に交付できない場合は、要
件を満たす者、地域に交付できるまで上記の順序でさらに交付単価の調整を行います。

駕
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2交付対象の選定方法

○各市町では、平成28年度の耕作実態等の確認を行い、交付要件を確認して対象者を選定します｡＝
○各協力金の申請を予定される方は、「貸付希望農用地等の機構への申出書」の提出に併せて、別に定め

る必要書類と耕作状況の分かる書類を提出していただくようにお願いします。

V』

餉浬

．&

鼬
● ｰ
-6

一塞一=一型聖 必専一5､一・;.…＝.:蕊尹､､罵一画一＝一ー画一申

?。-詞一三J_』△ｮ,_ 串 赫 一 …の豆

2割超5割以下

5割超8割以下

H28年度（予定交付単価）

担い手への

新規集積農地面涜

1.5万円/10a以内

ﾌ言1万円/10a以内

2．7万円/10a以内

左記以外の農地.ユ

0．5万円/10a

(基準額）
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定義用語

次のいずれかの経営体をいいます。

1認定農業者

①農業経営基轆強化促進法(昭和55年法律第65号｡以下｢基盤強化法｣といいます｡）
第12条第1項に基づき､市町村から経営改善計画の認定を受けた経営体

②基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業法人
2認定新規就農者

基盤強化法第14条の4に基づき､市町村から青年等就晨計画の認定を受けた経営体
3基本構想水準到達者
年間農業所得､営農類型､経営規模等から判断して基盤強化法第6条第1項に規定する基本構
想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなせる経営体

4集落営農経営
次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営
①基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体
②複数の農業者により構成される農作業受託組織であって､組織の規約を定め､対象作物の

生産･販売について共同販売経理を行っている集落営農組織
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担い手

以下の1から2を差し引いた農地面積その他農林水産省経営局長が特に認める面積をいいます。
11月1日から12月末日までの1年間に機構が担い手に賃借権の設定等を行った農地
21月1日から12月末日までの1年間に機構が担い手に賃借権の設定等を行った農地のうち、

(1)機構に貸し付けられる日の前1年以内に担い手が所有権や賃借権等に基づく耕作又は特定農
作業受託をしたことがある農地

(2)機構から担い手へ賃借権の設定等を行っていた農地

新規集積
農地面積

【図：「新規集積農地面積」について】国の実施要綱の用語を図式化しています。

H27年度 槻楕集積協力金交付事業対象期間(H28.1.1～H28｡12｡31) H28年度

新規集積

農地面積
(O:該当）
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